
平成３０年度事業計画

広川町社会福祉協議会



基本方針

急速な少子高齢化や核家族化の進行などの社会環境の変化にともない、これに
対応する介護保険法の改正や社会福祉法の改正等、法的な整備と見直しが進む中、
社会福祉協議会に求められる役割はますます大きくなっています。
広川町においても、少子高齢化が進んでいるほか、一人暮らし高齢者や要介護

認定者、障害者など、支援を必要とする方も増加しています。
また、地域における住民相互のつながりの希薄化、地域の中で孤立している方

の問題など、地域を取り巻く課題も多様化してきています。
こうした社会情勢の中で、町民の皆様が住み慣れた地域で安心して生活できる

よう、広川町社会福祉協議会では９つの事業を運営していきます。

１．法人運営事業
２．通所介護事業（広川町デイサービスセンター）
３．居宅介護支援事業（広川町指定居宅介護支援事業所）
４．地域福祉事業
５．善意銀行事業
６．貸付事業（生活福祉資金、民生金庫貸付金）
７．共同募金配分金事業（赤い羽根共同募金）
８．福祉サービス利用援助事業
９．保健福祉センター管理運営事業

本会においては、「誰もが安心して暮らせるまちづくりをめざして」という理
念の実現に向けて、住民や関係機関と協働し、地域全体でお互いに支え合うこと
のできる仕組みづくりを進めていきます。
たとえば、老人クラブ活動、福祉委員活動、ボランティア活動、にこにこサロ

ン、配食サービス、福祉教育等の地域福祉事業を拡大し、地域力の向上を図って
いきます。
また、民生金庫事業や生活福祉資金貸付事業、相談事業、そして福祉サービス

利用援助事業を有効に活用した支援を行い、自立支援対策の充実に取り組んでい
きます。
さらに、介護保険サービスの質を向上させ、利用者様やそのご家族様との信頼

関係をよりいっそう深めるとともに、地域との連携を強化し、より地域に根ざし
た介護保険事業を目指します。
本会は、様々な福祉課題に対応しなければならない組織として、町民の皆さん

をはじめ、自治会、社会福祉関係、保健・医療・教育関係及び行政機関などと協
働によって地域福祉の問題とその解決に取り組み、住民が安心して暮らすことが
できる地域づくりを実現させます。



事業計画

１ 法人運営事業

社会福祉法第 109 条に規定される公益性の高い民間福祉団体として、その使命
を実現するために、組織の強化と健全な運営を図っていきます。

〇理事会・評議員会の開催と監査の実施

〇補助金・受託金・介護報酬、寄付金等、財源の確保

〇諸規程の整備

〇役職員研修の実施

〇社協だよりと社協ホームページの充実

〇給与・賞与・社会保険・退職金・福利厚生等の管理

〇福祉サービスに関する苦情への適切な対応

２ 通所介護事業

〇広川町デイサービスセンター（9:00～ 16:10 利用定員 30名）

広川町デイサービスセンターは、地域福祉の中核的存在としての意義と意識を
持ち、お年寄りを大事にし、人間的なやさしさのあるきめ細やかな介護支援と援
助に心がけ、社会的に信頼されるデイサービス事業を目指し、職員一丸となって
その役割を果たします。

３ 居宅介護支援事業

〇広川町指定居宅介護支援事業所（8:30～ 17:15 ケアーマネジャー 2名）

社協の特色を生かし、親切、丁寧に利用者や家族の方々に接し、利用者にとっ
て必要な介護プランを作成していきます。また、医療機関をはじめ、他の介護保
険事業所との連携も強化し、安定したサービスを提供できるよう努めます。



４ 地域福祉事業

子どもから高齢者まで、誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくり
のため、以下の活動を実施します。

〇社協会費の募集(9月～ 12月)
・個人会費 1口 200円
・団体会費 1口 3,000円

〇広川町老人クラブ連合会事務局の運営
・役員会、総会、研修会の実施
・各地区老人クラブ活動の推進

〇広川町福祉委員会事務局の運営
・役員会、総会、研修会の実施
・愛の日バザーの実施（11月）
・友愛訪問の実施（1月）

〇広川町ボランティア連絡協議会事務局の運営
・役員会、総会、研修会の実施
・古紙回収ボランティア（毎月 20日 広地区のみ）
・配食ボランティア（毎週木曜日 祝祭日及び年末年始除く）

〇老人福祉大会の実施（9月）

〇老人スポーツ大会の実施（10月）

〇心配ごと相談（毎週水曜日 13:30～ 16:00）

〇にこにこサロン

〇健康ウオーキング

〇車いす無料貸出

〇ボランティア活動
・ボランティア活動保険の加入（通年）
・ボランティア体験（8月）
・ボランティア学習（8月）

〇認知症サポーター養成講座（町内小中学校・町内各団体等）

〇災害ボランティアセンター

〇福祉団体へ助成金（広川町身体障害者福祉協議会、広川町母子福祉連合会、広
川町福祉委員会、広川町老人クラブ連合会、にこにこサロン、耐久大学等）



〇配食サービス受託事業（毎週木曜日 １回２００円）

〇生活支援コーディネーター受託事業

５ 善意銀行事業

町民の皆様から、善意のご寄付を受付、広川町の地域福祉のため有益に役立た
せていただきます。

〇使途とその事業の周知
・老人福祉大会事業
・老人スポーツ大会事業
・老人健康講座事業（耐久大学）
・にこにこサロン事業
・ボランティア事業
・配食弁当事業
・貸付事業
・各種団体助成事業

〇お礼のはがき作成

〇地域福祉基盤充実のため基金への積立

６ 貸付事業

低所得者、高齢者、障がい者世帯に対し、経済的自立及び生活意欲の助長促進、
社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにするため、資金の貸し付け
を行います。

〇生活福祉資金貸付事業（和歌山県社会福祉協議会委託事業）

〇民生金庫貸付事業

７ 共同募金配分金事業

赤い羽根共同募金活動を行い、地域配分金として配分を受け、地域の福祉活動
を推進します。

〇区長さんを通じた地域ぐるみで世帯への共同募金活動（10月～ 12月）

〇学校・事業所への共同募金活動（10月～ 12月）

〇配分金の適切な運用



８ 福祉サービス利用援助事業 （和歌山県社会福祉協議会委託事業）

高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、認知症など、判断能力が不十
分な方々が、地域で安心して生活できるように、関係機関との連携を図り、援助
を行います。

〇福祉サービスの相談、手続き

〇日常的金銭サービス

〇書類などの預かりサービス

〇届け出などの行政手続き

〇権利擁護事業に携わる関係者の連携会議の開催

９ 保健福祉センター管理運営事業 （広川町委託事業）

広川町保健福祉センターを適正かつ円滑に管理・運営していきます。

〇施設管理業務の手続き
〇施設の管理・修繕・清掃
〇施設の貸出

10 その他

社会福祉協議会の組織の特性を生かしながら、地域の社会福祉関係者、住民・
ボランティアの協働体制をつくり、地域福祉を推進する要の役割を果たし、解決
にあたっていくという手法を確立していきます。
今後、地域の多様な福祉課題や要望を的確に把握したうえで、社会福祉協議会

で「何ができるのか」「何をしなければならないか」を整理し、新しい福祉事業
が実施できるよう努めて参ります。


